
Ⅰ　土地改革の背景
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フィリピンの上地改革に関する覚え書

I 士地改革の背宗
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び農場面積を示したものである。この数字は 1!M8
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不［l同が現在，11面してL巳る段もを要かっ緊2、の問題 ！！日のあるれのであるが、ii2），戦後はこのヤンサス
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たりの差異があり， とくに穀1rt1,ras，レヅン諸外｜で

はI'd!,4.：：である。すたわれ、 1948・.'rfにパンノりノガチH

H町いスヱノ〈・工シハチト176%，つAラカン Hl6G%,

ケルラヶ，l十IG:3%, パンガシナンリ十l4:l%となってお

り、 二の地域か古くかん農業不安の中心地として

流血の絶えなか•）たことは， この尚率の小作農比

三千1と密綾な関連カミあるり

ところでこの第 i夫からは，農業労働者の数が

・）かめなし、。そこで第 2表についてみてみると、



第2表農業有業者の内訳（1948年〕

（単位： 1000)

一 1実 数 比率（%）

農 民｜ 1,699 56.9 

農業労働者その他被雇用者 i 1,286 43.1 

-A 、 2司 985 I 100.0 

(11:l所〕 1.948Census. 

1948年の農業有業者数約299万人のうち，農民数

170万人，農業労働者数129万人で，比率はそれぞ

れ57%, 43%となっている。この農民数と第 1表

の農場総数とのあいだに若干の食い違いがあるの

は，両者の規定に差異があるからである。この第

1表と第2表によってきわめて大まかな推計をし

てみると，フィリピンの農業有業者数のうち， 小

作農と農業労働者合計の占める比率はほぼ63.5%

に達する。 このことは，フィリピンの農民のうち

3分の 2弱が， 土地をまったくもっていないこと

を示すものである。

このようにフィリピンの農民のうちには無所有

の農民が圧倒的に多いのであるが， しかし地主に

よる土地所有の大きさは第 1表によってはつかむ

ことができない。その理由は，自小作農場面積のう

ちどれだけが小作地であるかを分離しえないから

である。しかし，幸いなことに， 1953年末にアメリ

カの経済協力局が行なった調査（注目によって，わ

れわれは地主的土地所有のおおよその大きさをつ

かむことができる（どの後進国の場合にも土地所有統

計は最も不完全な統計の一つである〕。この調査による

と， 50ヘクタール以上所有地主数約 1万4000Cう

ち1000ヘクタール以上所有地主数は221），その所有地

面積は 241万ヘクタールで全農地面積の 42%に達

している。だが，われわれは，この調査が 50ヘク

ターノレ以下所有の地主を含んでいないことから，

この比率がフィリピンにおける地主的土地所有の

規模を過小に表わしている事実に注意しなければ

ならない。したがって，もし以上の数字に 50ヘク

ターノレ以下所有小地主の面積までも含めると， フ

ィリピンの地主所有地面積は， おそらく全農地面

積を優に 5割を上回ると推定しでもたいして誤り

ではないであろう（注4）。

以上きわめて簡単ではあるが， さしあたりこの

程度でもフィリピンにおける前近代的な土地所有

状況についてかなりの認識をもつことができるは

ずである山5）。他の多くの東南アジア諸国の場合

と同様，フィリピンの潜在的に根強い農村不安，

土地問題の背後には， このように不均等きわまり

ない土地所有が厳存しているのである。

（注 1) Land Tenure Administration, Annual 

Report FY 1960～1961, Manila, 1962, p. 3. 

（注2〕 1948年センサスの農場総数は163万9000で，

1939年センサスの 163万5000とくらべてその数はほと

んど変動していないが，同期間に園内総人口が約2割

方増大した事実を考慮すると，きわめて奇異の感に打

たれぎるをえない。このことはセンサス数字の信頼度

の問題と大いに関連してくるが，その理由は，おそら

く戦後早々のセンサスであったために設計上の不備が

あったことと，農村の治安回復が大いにおくれていた

ことから，多くのセンサス洩れの地域のあったことが

予想されるのである。

（注3) Auturo P. Sorongon, A Special Study 

ザ LandedEstates in the Philippin同 USOM/ICA,

Manila, 1955目

（注4〕 フィリピンの唯一の全国的農民組合である

自由農民連合（Federationof Free Farmers）は， 土

地収用・再配分の対象となるべき不在地主数を 8万以

とと推定している（SonyaD. Cater, The Philippine 

Federation of Free Farmers: a Case Study in 

!l,fass Agrarian Organizations, Cornell University, 

New York, 1959, p. 129）。そこでこの推定をいちおう

の基準としてとるならば， 50ヘクタール以上所有地主

数約1万4000と8万との差は， 50ヘクターノレ以下所有

地主数を含むものとみてさしっかえないであろう。こ

の場合，きわめてラフな推計ではあるが， 50ヘク ター

ル以下所有地主の平均面積をかりに25へFタールとす
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Ⅱ　戦後土地改革への序曲
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事業であり．第 2は1940年以降ケ、yン大統領が itL 

会 i1－：義 i 社11n1の一一fJ誌として行なった農村振興局

( !fora！日刊resメ Administration）の子による大農国

民収事業であり，第：1は I9.5.5年土地改革法（共和

i刀法耳＇＼ ]1(1（）－－；引の制定，第 4｛土1%3it三士地改革法

( Agricultural Land Reform Code 久子日［1ヨU；石川814

このうん，アメリ I；が植民地統ザ）の市lj定であるc

治政策の一環として行な勺た教会・教団所有地の

それがあくまでも統治政策上の便宜に長角手術土，

之｝と、 二J〕rw有j也ITi主可i守＂l；土約 160ヲフ今ヘク戸 ノLプ、

二llと！，（／－ 、グノメ’一ノll、llπ庁有池主；＇）戸 ！fiflt!J,iffift'iを/Jiiえ

,:, .L午＇） .j（）（）万

[{If官〔Jワ； l:E 7 ;1;1J：：可1勺す ζ』） ｛九；・..パ， 二c>!4J｛「， 1・1 

111段民社＇. (,T) Jr'ぶしてハる＋・：七HILic＇、お｛刀， itd,(i1/;sk

Lノコあ乙 t~· ； ’で安うることはト分にえ引寺！叱れる《であ，て

u」二CJ推，，i・ i.子見方 A り以上のわしってLよな、や、 l /・ 

二グ）J日lfヤ：：ブノリヒン【づj也と，fJゴ：j也「'Iiif r/ J土,,iり主；ら／i / 

芯l l • l江いJifJ::i芝5央して v ろので；tな：、小七，，gj;jtる

(il: 5 ) ;; I '・' ！二ン ＇） ::: J也E『千j状h'.i: 九 p；より ll干

し； r:::, lili¥.1『プ I:1」ン心土地制定と，J、Jノ！了!it;,l IJi 

・::u，ア：.，.7 Y,f’f汗rc!f;,~ 1vr. TiltフC-t,c,'5ftH当cq：；可、， II({f11:,7 

i10~· 今！（汗；？づ l 円、 ブ fリピンのjす建的土地所有/ Jくものであって、

主k,__ 介安c＇）否定を立国するものでなか，》たために，

わめて妥協的かっ不徹底に終わらざるをえなかっ
戦後上J山改 r下への）予はllII 

な'i'.! tl）ケソン大統領の予による大農閑買

!Ii.事業l土、 iリ30年代後半の中部ルソンを中心とす

る農業危機に対応する政策の一環として行なわれ

子， I/: 7 ) ，」 0 19.50年の朝鮮戦争とそれ以降のほ際的冷戦の激

土地改革の概念イヒに伴 J て生じた君子 LL、特性＆：:J:,

これも依局回避の便法以I:に出る

しかもその直後の太平洋戦争の開始

たのであるが，

ものでなく、

その概念内

うちにたんに士山所ff（所有権）の肖配分のみなじ

ず，小作立法判改子ヰーや入植政策、協同総合の育成，

に混乱をqてみ出してきたことであり，

とあL、まってほとんどみるべき成果をあげなか v ' 

たn 農村振興局は， 1950年の廃止に L、たる支での

約10年間に，全小作地面積 (EHR年）の約 2%に相

警及：事某＼土地登ι民業金融（7〕拡充，農民教育，

土地；］果関方式♂）改~：r とレ·：， fこようたもわまでがf,;'

当するf,-;J:i 77 7750へクケールの；農図面積を買収

したにすぎなかった〔ns 1, 

L、才一） l｝＇る，士地改革

の「アメ I）力的概念J(D・ウォリ十一）の発生であ

主れるに烹.，たことであるc

十j也改革は土地所有関係の Iiラス7、（（）， 6 ・，子‘ f,,
ム’ O ，－’／＇ 

7 1 IJ Iゴンの前近代的な土地制度に対する小作チソクな変:;'j';：を立［法する、すぐれて政d，的・ti：会的

第 2次大戦農，良業労働者たちの積年ーの不満は，Jj也所有権の移転・ i写配分全基な概念であ＇／て司

の勃発を契機として抗日人民戦線（フケパヲハップ）fこfニ、こ本的に意味寸るものでたければなムな＇， 'c, 

ぞのはこ先は H本軍の侵略者とそれに結集され、土j也m有権の修中2・手i配分に｛半ぺてその(T) J:場f「司

に結びっし、たフィリピンの支配層土地主階級に対成果を維持するために付随的・補足的に行なわれ

フケ同は戦時

フィリ t：＂ンの

民主主義の

戦後の解放後は，してii'iJけ.：，J1. fこOいんおう土地改革概念のうる小作立法c!）改善は，

中に入手した武器をもって武装し，九にf；；－めて取り扱いたいと考えるυ

工業化，土地改革の実施，完全独j'(,,ここに規定したような意味で、の土地l - -~ _.,.... 
こ）〆J L、

1950年確立を掲げて激しし、反政府運動を展開 L,これまでフ fリピンでは，Jfr,Jにわたって改革t士、

武装団員は

同リロド比米

持i忌Eli員は10万人と祢されたU!.9）。

汚職，

代初頭に至／｝て頂点に達したc 当時‘

戦後の経済混乱や汝慢財政，

1 7.T2000 A, 

一方，

はじめは今世紀初頭アメリカが植民

地統治の開始に当たって実施した教会・教団所有

地（＇，・： blLる friarIan必）の資収と小作農への移転

4 

実施されたc
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不平等貿易関係（19464：ベル通商法）の設定などに

よって，マ fIJピンの財政・経済危機が発生した

が， この事態；まフク団による農村不安の激化とあ

いまって 40年代末に政治危機を招来した。このよ

うな深刻な事態の原因を兜明するために招聴され

たアメ＇・＇ i; (!) I'll!財務次官ゲニエノレ・八，， '. Daniel 

W 目 Bell）を長とする調査聞は，その調査の結果を

1950年 10月に大部の報告書として発表した。こ

れが一般に， ,,1,報告（ll式；.こは Rψortto the I'resi-

dent of t/11・ I inited Stal口 by‘theEconり/IIic 出向q

Mission to the Philij1pin，どのヒ呼ばれるものである

が， 同報告はこのなかでブイリピンの前近代的な

土地制度に~i及し，大土地所有地の政府買収と農

民への必却を油告した、この勧告の実施；し その

後のアメリカの対比経済援助（5年間に 2億5000万

ドル〉の前提となるものであ円た（／HO）。

その柱、 この土地改革案の基礎を作戒す ζ〉ため

に，アメリカの対比経済援助使節団は， 土地改革

の専門家ハーディー（RobertS. Hardie）をフィリ

ピンに1/lllちした。かれは占領軍総司令部内におい

て日本山農地改革の成功に阜大な貢献をぷしたと

し、われる人物であるが， フィリピンにおいても短

時日の精力的な活動ののちに土地改革案の大綱を

作りあげた これが 195ユ年に出された問題山ハー

ヂベ一株主ミ tPhilippine l,1111J I'enu向上しj削川 flna-

lysis and Re’co11111tcnclations, USMSA, Manila, 1952) 

である。士山根告書の勧告iし これまでのし、かな

る勧告仁 l,ましてドラ 4チソクなもわであ J Jた。

すなわち， それは，フィリピンにおける小作制度

の最大限の廃止を目的として， 不在地主所有地の

全部， {I：村-11，耕作地主（／） ,t ／，クターJI,,以干上所有地

の全部をl以ltl対象とする七のであり， その内容に

おいて日本の農地改革案と，酷似せるものであっ

た。 しかも完成に要する期間は 2カ年と限定され

たのである（注11)。

この報告におけるアメリカ側の意図は， つぎの

〔今葉のうちに設も端的にうかがうことができる。

「小作制度は， ぞれが改善されないかぎり，安定

した民主的経済の発展を助長しようとするアメリ

カのあらゆる努力をおびやかす障害となることは

明白である。しかし， なによりも盟主大な点は， 一二

の制度の存続が共産主義の成長を助け， アメリカ

山地位を危険にさらすということである。 もしノト

作制度が是正されないかぎり， L、ずれアメリ力；士，

アジアの共産主義ブロックに対してフィリピンを

失わないようにするために， も・っと直接的で金の

かかる専制的な措置をとることを余儀なくされ，

そのときでもなおはじ基本的問題の解決tこ直1(1d-

るといった， もっと悪い情勢を想、像することも困

難ではない」。われわれは，とのときまでに，アジ

アの広大な大陸に中共政権が樹立されていた事実

を想起しないわけにはゆかない。

このハーディーの土地改革案は，従来踏襲され

ていた入植政策を根本的に否定し，私有地の収用－

iJ子配分を担幹とすζjものであったために， ブィリ

ピンの支配階級にとっては青天の震歴ともいう

べきものであった。それはアメリカの対比援助使

節団の内部にむし、ごすら「白熱の論議」をまさ起

こし， その公表はときのアメリカ大使スプランス

(Raymond Spruance）の勇断によって初めて行なわ

れえたほどであった。この報告書がフィリピンの

政界にどれほど深刻な影響を与えたかはいまだに

語り草になっており，ときの大統領キリノ（Elpiclio

Quirino）は同報告書の発表をフィリピンに対する

豆大な内政干渉で，わると非難したり とにかく、こ

のハーディ一報告il, それが［ブィリピンの土地

制度問題の真の姿」を暴露し， それだけに「特権

階級にとっての直接的挑戦」を意味したがために，

ラ
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当時のフィリピンの社会的環境の下で受け入れら

れるにいたんず、 危険な文書として問のうちには

うむりさられてしまったのである（rL12) 0 

その後 1954年 3月にな q て， アメリカの対比援

助使節団は， ふえたびブ fリピシの土地制度に関

する報告書ーを発表した。 いわゆるクーバ一報告と

呼ばれるものがこれであるボ，この報告書（Rιj,ort

concerning Philippine Land Tenure Policy by Em-

bassy-USOM Land Tenure Committee, March 1954) 

による土地恥度改革の勧告は， ノ、ーディ一報告に

くらべてはるかに後退せるものであった。 クーノf

一報告では土地改革ど、、う言葉の使用すらが用心

深く回避され， それに代わって「土地制度の改善」

(land !l'.nure improvement）と U、う台葉が用いられ，

土地改革の松幹をなす土地の再配分は， 土地制度

に関連する他の諸政策，たとえば小作立法の改善，

入抗日、 農業金M1:‘土地課税などとともに， 設業諸

政策のうちのたんなる一項目の地位にまで引き下

げられjこのであった。 この事実上仁 Yィリヒロンに

対するアメリカゴコ政策の戦略的転換を意味するも

のにほかならないであろう（注13）。

195::i年末仁はう これまでキリノ政権の下で出防

長官として， ブク団討伐に献身したマグサイサイ

(Ramon Magsaysaけが大統領に就｛壬した。かれは

「土地なきものへ土地を」の公約を呆／こすためiら

就任後ただちに土地改革立法の作成に着手して込議

会に提出した。 これらの法案は， 地主支配下の議

会 (landlord-don

過住で重要f目：分刀h完全に台，抜きl：：：さ;fLたあとむよ

うやく成立することができた。一つは地主・小作間

の関係を規制する 1954年農業小作法（Agricultural

Tenancy Act of 1954一一共干口国法第ll lJ＇.）号）であり，

いま一つは 1955年9月に制定された土地改革法で

あるー この土地改革法の内容は， それが「上から

6 

の」改革であるだけにきわめて不徹底で実効の乏

しいものではあったが， これが制定されるにいた

とくに中部ルソンを中心とする深刻ペコた動機は，

な農村不安の存在であづて，’そのためにはやはり

武力以外の解決策が不司欠とされたことであり，

そのことは 1950年の朝鮮動乱以降フィリピンの極

東における防衛基地としての役割が高まったこと

と密接な関係がある。 だが， そのときまでにア

メリカ側の土地改革に対する支援と熱意は， ま

ったくと／7lv、えなL、までもかなり後退していた

（法15)。そしてマグサイサイの土地改革法諜は， ま

がりなりにも地主階級の利害にふれるものであっ

たがために， かれらから多大の反撃を受けたので

あって， とくに中部ルソン米作地帯の大地主の結

＊せる団体である全国米生産者協会（NationalRice 

Producers Association）から強力な抵抗をうけた。

マグサイサイの提案した土地改革法案は， i議会に

おける審議の過程で修正に修正を重ねたあげく，

完：＇.！＇： iこ骨抜きにされてしまった。 アメリ －／Jの政治

学者ワープェノレ（DavidWurfel）のいうごとく，「立

法戦の終わー〉たときには， 原案の規定はほとんど

かげをとどめなか勺た。議会にたいする地主の運

動は間断なく行なわれ，そして効を奏したJ(i.tl6）。

／こが， 1955年9月に土地改革i去はともかくも成立

をみ， 同年末には土地改革の実施責任機関として

小作制度管理局（LanrlTenure Administration）が設

l1'iされた。 そこでわれわれは， ーニの土地改革法の

内容と限界を簡単に検討してみよう。

Gl: 6 ) Doreen Warriner; Land Reji1r111 and 

lJevelορ川 entin the Afidclle East, London, 1957, 

“Introduction”をみよ。

（注7) r:u稿， fノイ I）ピン上地制度史ff,JU、 『農

業総合研究』 17巻 1サ，昭和38年 1月， 41～44ベージ

をみよ。

（注8) Frank H. (Jolay, The Philippines: J>ublic 
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最大限多数の土地なき有地の分割配分によ－，て，

市民に家族規模農場を設立し分配する」。ここでと

農地の取得が公的ではなく

および分割配分の対象と

は

る
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よ

る
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となる私有地は原則正して紛争のある土地である

と規定している点である。

有権内公的な侵害を回避しようとする意図に基づ

くものではあろうが，一面においてそれは，土地

改革法の限界と妥協的性格を明確tこするものとい

ってよい。

政府による私有地の取得は，買収（purchase）と

収用（expropriation）を通じて行なわれる。（1)過半

政

府（代行機関としての小作制度管理局〉は，

私的な交渉を通じて私有地の質収を狩なうことが

地主との

できる。その場合，買収規模の制限は存在しない。

また質収支払い条件として，

格の50%を譲渡可能土地証券をもマ pて受けなけれ

ばならない。｛2）地主が政府の賀収交渉に応じよう

地主は少なくとも価

あるいは政府の提示した買収価格

過半

としない場合，

や支払い方法に応じようとしない場合には，

数の小作農ないし占有者の申請に基づいて農地の

収用を行なうことができる。ただし，その場合で

も，個人については 300ヘクタールを上回る団地

法人につU、ては 600ヘクタールを上[cijる土部分、

地部分しか収用を行なうことができない（第6条）。

裁判所が正当な農業不安の存在を認定

収用は規模の制限にかかわりなく

このような規定は，所

数の小作農ないし占有者の申請のあった場合，

もっとも，

Poh，コ？ ιmdλ九，ti
nell l Tniv. Prt's~, 1961, p. 273. 

Ci主9) Alvin rL Scaff, The Philiρρine Answer 

to Co//1 muni川 、 StanfordUni, Pr白 h l υ55, P-:::8. 

（注10〕 だが，夫際には， 1951年から56年までに支

出さ iL / －経済＋Ut/J額は、 く rレ報'f'i-v）元jdlをLfニ額そいな

り下凶るものであった。その反問，同期間にアメリカ

がブ ｛ ，： ヒン ＇）＇.i¥(事援llJJOtニゲ｝に支出した鋲は，公表

はさ 1l，：いな，＿ ,1.，；多大の来lに；主 i' Jことかi）れる（Ccor-

ge E. Taylor, The J》11ilt》ρin出 andthe United 

Stafrδ Probl<'ms of fいかierル仇 N号、v'{ork‘1964, 

p. 202）。

(i111) ハ－~ ）＇ イーり土地昔~j 民改革’糸り概要にノ Pい

ては，『のrfゆく農業』 139号，幾政調査委員会， 1962

年 1n.所収：士二Lよ。

(tU2) Da、idE九Turlei，“Furcign Aid and Social 

Reform in Political Development: a Philippine Case 

Studv、 11ie_ ¥ meriw n Politi，“f Sci川 ceReview, 

Vol. LlII, No. 2, June 1959, pp.469～473. 

cu:n こυ＇）-"1時仁は、すでにつぎωような五ES【が

みられるにヨ：＞＿，た。 1アメリカ人の研究の多くは，ブ

ィリ♂ Jの政治｜｜’J現変にiまと；，，どあるt、はまっt：く考

1彰をιりずに ーリ J y ・－，• ／＇ミラン収 giやハーソイ

一報i討に対するツィリピン人の公式の反応によって十

分に川iり］しうら：L、である一－11;;1ちを行！J.＇＇たた yパご非

難された。アメリカ人の専門家たちは，プィリピン人

の生川慣習仁（ょとんと町内事を司、7ことな（，フ Jりピ

ンの社会経済特幸治にドラスチックな革新を提案するこ

とが Lリしばとちっt：」（Donn V. Hart，“Projects 

and l'rc唱re品 inthe l'hilippincs," Paujic /¥j},1irs, 

Vol. XXVII, No. 4, December 1954, p. 366）。

(ill!) G小山 op.nt., p. 274. 

（注目） Taylor, oρ．αt., p. 206. 

Gtlh) D，ι， ,・id ¥V urfcl，“Philippine Agrari川 1 Re-

form under Magsaysay (11），” Par Eastern Sunり，

Febru山 y19:i片町 p.25 した場合には，

行なうことかで、きる。

ここでとくに注意を要する点は， 収用といいあ

本質的に差はなU、というるいは買取と γっても，

1955年土地改革法

土地改革法の第 2条はこの法律の目的をつ与の

よう仁氾定してL、る c l政府社‘公有地の開Hi1とよ

皿

i司フィリピンの場合，とし、うのは，ことである。

国憲法第3部第 1条第2項の「個人財産は公正な

る補償なしには公共の呂的のために収用すること

7 

また所有者との私的な交渉によりあるいは

良業上の紛争の仔在ずる私

って，

収用手続きを通じて，
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はできないJという規定をタテにして，収用の場

合でも払有地にっし、ては公正なる補償（justcom-

pen回 lion）なしには行ないえなU、としているからで

ある。その場合，地主は，支車、いの一部ないし全

額を土地証券で受ける選択権を与えられているの

であるが，もしその両者を拒む場合には，支払い

を全額現金でえけとることができるのである（第

19条）。政府ボ取得しな土地法，小作農あるいは実

際の耕［乍者；こ対して Gヘクタールを限度として配

分がなされ ζ＇0 その場合，毘分を受けた農民i士、

土地価格に年6分の利子と実際の行政費を加えた

ものをお年の均等年賦償還方式で支払わなければ

ならない（第23条〉。以上が1955年土地改革法のお

およその骨子である。

この法律にはきわめて大きた調題と欠陥が認め

られるのであるが， とこではその主なもののみを

拾い出すにとどめたい。

(1）収用の対象となりうる土地の規模があまり

に大きすぎることである。それは 300ヘクタール

を上回る土地と決定されている，リ， しかも第6条

はその土地を団地部分（contiguousarea）と規定し

たために，収用の効巣はいちじるしく損われるこ

とになった。すなわち，ある地主が10の町村に300

ヘクターノレずつ 3000ヘクタールを所有している場

企には，そ；／1,は回地全形成していないために，ぜ

んぜん収用の対象にはなりえたいのである。 した

がって， 虫業不安の中心地である中部ルソンのよ

うに不在地主が広大な土地を分散して所有してい

る場合には， この法律の効果はほとんど期待する

一二とができないUc17）。

(2) :JOOヘククール以上の土地（間りを収用す

る際に， 保有士山を選ぶ権限が地主Iこあるのか小作

制度管理局にあるのか，法律はこれを明確にして

いない点であるo このような場合，とうぜん予想

8 

されるように，地主は限界地以下の土地を手離そ

うとするであろうから，政府との交渉は長びき協

定成立を遅らせる結果を生むであろう。

(3) 買収の擦の細格基準が小作制度管理局と地

主との私的折衝に任されていて，法律に規定され

ていないことである。との結果，地主は当然最高

価格を要求するであろうから，小作制度管理局は

員収不能になる場合が多い。最終的には，政府当

局i土土地を収用する格限を与えられているのでは

あるが，その場合， あくまでも憲法の規定から有

償カ式を建前とし，しがも「公正なるj 価格補｛貨

を義務づけられているのである。 この結果，フィ

リピンのような非近代社会では， しかも小作農組

織の十分に確立してU、なヤ場合には，地主にとっ

ぐのみの「公正なるJ価格をもたらしがらとなろ

うc また， 買収の擦の価格基準の存在しf('v、こと

は，政府と地主とのあいだに腐敗関係を生みだす

要悶となり， そのために小作農の政府に対する信

頼感は大いに傷つけられざるをえなかったのであ

一ー， 
／＂＇。

(4) 買収・収用の擦に小作農の過半数の中読を

必要とするという点である。この規定は，現実に

は地主の立場を有利にする婆因となっている。す

なわち，政府による小作地の買収・収用が不確定

である場合には， 小作農は申請に署名することに

よ1 て地主の心証を害するよりはむしろ， ！日来の

地主との平和的関係を維持しようと努めるであλ

ろのこの点；-t' フィリピンのようにメlj分／ト作形態

が普遍的であり，地主と小作農聞に家父長的恩情

関係が濃厚な場合にいりそうしかりであろう。か

かる事情からも，政府の土地取得には限界が画さ

れやすいのであるつまた， すでにふれたように，

土地の取得が決定されたにしても， どの部分の土

地を手離すかは地主の意志に依存するであろうか
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ら，小作農相互間に敵対関係を生じやすく，かれ

らが団結してi也主に対抗することを JJI難にしがち

なことが予想される。

(5) 土地購入のための政府財源と関連して， 第

9条は政府の発行しうる繍渡可能土地証券の額を

当初2カ年に年6似灼ベ、ヘそれ以降は年；－＼（）（）（）ベソ

と規定してL、る。 さらに士地改革の遂行に必要な

現金需要を満たすために，共和国法第 1000珍に基

づく公債発？？によって 1借 Jごソの調達が認められ

ている。どが‘この金額は． 中部ルソ L山高価な

土地価格を考慮すると， たいして印象的な金額と

はいえない。すなわち， 中部ルソンの土地価格を

計算上の（足立から 1ヘケタール当たり lり00／ミソと

すると， 1也、ベソは 10万ヘクター／レの土地購入を

可能とするにすぎない。そしてフィリピンのよう

に戦後潜在的なインフレ庇力が根強い場合には，

地主は議渡可能土地証券よりは現金山ほうを選び

たがるであろうから， 政府の現金財説、Lハ実質規模

はますます低下せざるをえないのである。法律は

通過さ ItCも法律の実施に必要な財源を十分に与

えなU、こと、 これがこれ主でフィリビLの支配階

級がとる常韮手段となってきたのである。

小作制度管理局は， 1955年10月に設立されて以

来61年川l末までの恥（i年間に 36の農闘を取得し

たが， その総面積はわずかに 2万ヘヅタールたら

第3袋小作制度管理局による農園取得状況

(1955/56～1961・6・30)

会計ijl主 農園数 農 薗 ベソ）（ヘケターjレ） I (1000 

1955/Sfi 1 508 675 
1956/57 l 665 693 

1957;58 19 14,115 11,362 
1958 59 944 1,195 
1959/60 4 294 560 
19以｝付l 8 2,215 ιi,136 

合，;I- 36 18,742 18,621 

（出所） Land Tenure Administration, Annual 

Report FY 1960～1961, Manila, 1962, p. 18. 

ずであり，その取得価格総額は 1860万ペソにすぎ

なかった。その記録は第3表に示すとおりである。

ところで， このようにマグ十イサイの土地改革

がせいぜい 2万ヘクタールたらずの土地を取得し

ただけで失敗に終わったという事実のうちに， わ

れわhi主上から与えられた士地改革の階級的性格

と限界を明確に必めうるのであ J Pて， それは直践

には上述の法律における数多くの欠陥のうちに鍵

されているとと九であった。法律第 1400号がそ

J）条文の努頭iこま3し、て，配分の対象となる土地を

原則として，紛争の存在する土地と限定した斗と

は， 買収・収用のいかんを問わず両者に共通に適

！日3れる必要条項を示したものであって， このこ

とからすでに紛争の存在の認定をめぐって多くの

問題と札機を生ずることは明らかに予想された。

すなわち， その認定は裁判所の権限にあったとし

ても、 地主iょ：'f子易に裁判所に政治的影響力企及ぼ

しえたからである（目的。 －）jで1主， 小作農は，こ

の認定を容易にするために不必要に紛争を大きく

することもあったと考えられるのだが，いずれに

せよ、 これまで政府が取得した ＇.！，］jヘクタール／こ

らずの土地は， 小作紛争が激しく地主にとゥて負

担の少なくない土地を，地主が国家資金を利用し

て前if匝に（平幻して 1ヘクタール当たり 1000ペソ）売

り渡したものといザ》てさしっかえないのではなか

ろうか。 1955年土地改革法は，小作農にとってよ

りはむしろ， フィリピンの大地主階級にとって有

利な結果をもたらしたといって， あながち的はず

れではないであろう〈注19）。

（注17) 不配地主制の中心地であり，これまで絞も

段ii!;騒乱の激しかったパンパンヵー州では，農地の 9＼持lj

/J"・地主所有地てあり，しかも240)地主が平均1400ヘク

タールを所有 Lているが，このうちで収用規定の遮)lj

をうける地主は，わずか 1名にすまないとされている

(Cater, op. cit., p. 108）。

9 
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'dlH) 度判！？？しノ階級lfJ性的え示寸写］i｛問j仁 ; ＇、て Ll 

Cater，ο，p.山：t.,p. 87をみよ。

( !19) ｜地主i'r'.J干IJ寄i＂よって大部ツ j'J，： イI.＼れと

る凶家によるl：からの施物の外側をとっている農業改

革ーは ずーにもまるれ民允行を鉄めることを出口にL、れ

たも ωであり， i泊悩は封建的土地貴放にt、lずる Htな

補iiil；＿ 伴つごし、；JJ そjL ，・，は I.＇＇し lJI吋家仁川するN

建!'19勢力の支配合うち砕くど三ろか，むしれぞれを強

化 iよJ こと Lこ役j¥4 》ているJ（ドλul1¥. Baran，γhe 

Political E印 nollly’ゲ Gro・wth. New York‘19月7,

p. lり9. l:k !llf・附須賀沢，『成長の経済学』，東洋経済

新仰げ， 11/j川3511'.225－ミージ））

IV 1963年士地改革法

19出年iここれ、主での十ショナリス守党に代わ》

て大統領に就任したリペラル党のマカパザル（むio-

H《！adoMacapagal）は， 1963年 l月28日の一般教書

。なかで， ,J、作制度の！充止にl'}'¥jして J Yぎのように

述べた。「19S5年士j也改革法村長大な変化合もた九

す,i,'，（では夫敗に終わった。増産のための誘因をも

fこらとなL、ような伝統的な農耕方法を永久化しが

ちな小作制度は， いぜんとしてそ山 r主ま伐ってレ

る。かかる制度の下にあっては， 科学的農法によ

る収量の増加l分は大部分が地主に帰属する。他方，

,J、作農はそ山余分d努力と投資iこ対して， 改良民

法による純収益の4分の lたらずを受け取ってい

る。その不可避的な結巣は， より生産的な農業技

併に対する，J、作良川無関心さであるら…../ J、ft制

度廃止の時期がまさに到来した。われわれは，以

前の地主の正当なる権利に公正なる考慮を払し、つ

つ， 小作制度を rヨf乍農経営｝こi置き換えなければな

らぬリ…－－以前山小作農が沃 i；の生産性をひきm
すぷで， 独立不鶏の仲間となるような，新しい経

済がJ健全3をもノfこ機構をfieり上げなけれlまなら

ぬ。われわれは， 小作農にたiーして， mれムが長r,

く悩み苦しんできた経済的奴隷状態からの解放を

IO 

17.え， それによ v pてかれらが色！家形成の仕事lこ，i今

りをもって参加する自由人としなければならぬの

かくすることにより， また小作農民を独立の土地

所有官たらしめることにより，経済的・社会的発

展を押し進める陸大な生産的工ネJl,ギーを解放し

うるであろう。不在地主制に束縛されたばく大な

資本源を商業や工業面に解放しよう。わが国の小

作農を貧困と負債がら解放しようj什

このようにマカパ力引ル大統領が一般教書のなか

で土地改革の断行を表明した夜接的な契機は， 選

挙戦における公約iこ基ノ5くものであって， 土地｝首

脳の最も深刻化している中部ルソンの代表州パン

ベンガの出身であるかれは，農民の粟を広範囲に

！吸収するためには， 土地制度の改革をスローガン

にする必要を強く感じていたといえる。だが，も

っと基本的な背j誌としては， 国内におげる共産主

義思想の浸透と左翼運動の蔓延を防ぐためには治

在的な農村不安の解決がし、ぜんとして緊要である

己と， 1961・62同年の食糧危機に象徴されたよう

に， 11~近になって地主制と農民的小商品生産との

矛盾が生産面で顕在化してきたこと（注初）， および

フィリピンの工業化の推進には前近代的な土地制

度の存続が明らかに桂袷となってきたことなどの

諸点が考えられる。

マカノミガル大統領は， 一般教書の発表後ただち

に土地改革委員会を任命して土地改革法案の作成

に当たらしめた。 i可委員会の小｛宇農代表としてi士ラ

唯一の全国的農民組合であるカトリツク系の自由

畏民連合 (il:21)委員長今よEンテメイγ一(J巴remia .s 

Mont《．

地改革法案は， 3月20日に大統領によって議会に

送付され，以後「激しい論議」と幾多の修正を経

たあげく，民月広口に土地改革法として成文化さ

れた。これがフィリピンにおける最新の土地改革
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法であって，本文 11章， 173条よりなる包括的か

っ大部のものである。同法の主要な柱は，（1）刈分

小作形態（agriculturalshare tenancy）から定額借地

形態（agriculturalleasehold tenancy）への移行を規

定した第 1章，（2）土地収用・再配分を規定した第

3章および第7章，（3）土地銀行（LandBank）の創

設を規定した第4章からなっている。

はじめに同訟の目標はつぎのように規定されて

いる（第2条）。（1）フィリピン農業の基獲として副

作農制および経済的家族規模農場を確立し， その

結果として農業面の地主資本を工業発展に転換す

ること。（2）：有害な制度的束縛や慣行から解放され

た小農民の地位の尊厳を達成すること。（31生産性

の増大と農業所得向上をもたらすような真に活力

のある社会・経済情造を創出すること。（4）あらゆ

る労働法を工業賃労働者および農業賃労働者に平

等・無差別に適用すること。（5）もっと積極的で組

織的な再入植計画および公有地配分を行なうこ

と。（6いj、農民をいっそう独立した，自主的かっ義

務履行能力ある市民とし， わが民主主義社会にお

ける真の力の源泉たらしめること。

そこで土地改革の内容がどのようなものである

かを，法律に即して述ぺてみよう。土地改革の実

施責任行政機関として農地庁（Lan【lAuth《

設立される0 それと同時に，小作制度管理局は廃

止されて，その機能は農地庁に移譲される。だが

土地改革政策の決定と実施手続きを行なうのは全

国土地改革審議会（NationalLand Reform Council) 

であって， これを農地庁長官が議長として主宰す

るo その下部機関として，実際の計画を遂行する

ために地区土地改革委員会（RegionalLand Reform 

Committee）が全国各地域に置かれる。ところで，

土地改革は実際には土地改革区（LandReform Di-

strict）の選定・指定をまってはじめて行なわれる

のである。この地区の選定に当たって考滋すべき

事項には，｛l)地区の生産性，（2）経済的家族規模農

場の適合性，（3）地区の小作農比率，（4）地区の開発

に最低限必要な固定資本支出額などがあげられて

いるく第129条〉。そして実際の収用手続きは自動的

に行なわれるのではなくて，農園の借地入の 3分

の1以上の文書申請を必要とし，地主が政府の提

供する条件（価格・支払u、方法）を受理し，かつ全国

土地改革審議会が適当と認めた場合iこはじめて開

始される（第53条〉。地主（個人，法人とも〉の保有

限度は75ヘクタールであるが，それを上回る土地

については， つぎのような収用の優先順位が設け

られている。（1）遊休地ないし放棄された土地，（2)

1024へクタール以上の私有地，（3)500以上1024ヘ

クタ｝ルまでの私有地，（4)144以上500へクタ｝ル

までの私有地，（5)75以上144ヘクタールまでの私

有地。この場合，ココナットのような永年作物や

廿蕪のような雇用労働に依存するプランテーショ

ン経営は， たとえこの農園が75ヘクタール以上で

あるとしても，収用対象から除外される（第51,

71条〉。土地の収用価格は地主と農地庁との交渉に

よづて決められるが， その場合の価格は「公正な

る補償」でなければならず， かっその基準は法定

年地代を年6分の利子率で資本還元したものとさ

れている（第民 56条〉。さらに土地価格の支払いは

土地銀行が行なうのであるが，地主は土地購入価

格の10%を現金で受け取り，残りを年6分の免税

公債で受け取る。ただし，地主の婆求iこ応じて，

価格の 3割までを政府の優先株で受け取りうるの〆

である〈第80条）。

農地庁の取得した土地は， その購入価格に年6

分の利子および分割，調査，登記に要した実費を

加えたものを， 25年以内の年賦償還計画によって

受益者により支払われる（第60条〉。この受益者は，

11 
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費用を完済し所有権を取得したのち 10年間は，新

しい取得地を再販売，譲渡，あるいは抵当に入れ

ることはできない（第62条）。新しい受益者が受け

取りうる農場の規模は，全国土地改革審議会によ

って決定される。なお，新しい受益者が選ばれる

際の優先順位は，（1）旧地主の一等親以内の直系家

族で家族労働をもって自ら耕作する意志のあるも

の，（2）借地人その他でその土地を自ら耕作してい

る現実の占有者，（3）遊休地ないし放棄された農地

については，非経済的規模の農場を耕作している

前記範鳴のもの，（4）非経済的規模農場の自作農‘，

(5）応募者の必要と資格を考慮し，この法律の目的

に沿うようなその他範曙のもの，とされている

（第128条〉。土地改革において，いヮたいだれに土

地が与えられるかは， その性格を規定する最も重

要な点の一つであるが，法律第3844号において地

主の直系親族をもって受益者の最優先順位に置い

ていることは，きわめて特徴的である。

つぎに刈分小作形態から定額借地形態への移行

規定（第i章）につし、てふれておこう。ここでまず

もって言えることは，第1章の規定は， 1954年農

業小作法の59年6月の改正法〈共和国法第2263す〕の

規定と基本的に異なるところはないということで

ある。すなわち，同改正訟の第46条は，水回一等

級地の場合，小作料率を平均粗収益から種子，収

穫・脱穀費を差しう＇＂、た残りの純収益の 25%（共和

国法第1199号では30%）としたのであるが，新しい

土地改革法はこの規定をそのまま引き継いでいる

のである。そして同法は，選定および指定された

土地改革区の小作農をまず定額借地農に移行せし

め， その後において自作農創設をはかろうとして

いるのである叫加。ただし，この場合でも，甘簾

のように国際的な販売割当てを受けている作物に

ついては，適用が除外されているく第4条〉。

12 

以上が 1963年土地改革法のおおよその骨子であ

って， 1955年土地改革法にくらべるとその内容に

おいてかなりの改善が認められる。問題は持来政

府がどれだけの熱意をもってこの法律を実施する

かにかかっているといえようが， しかもその場合

でも，法律の実施と関連Lていくつかの重要な問

題点を指摘しうるのである。

(1) この法律の適用範囲がとくに狭く限定され

ており，甘藤やココナットなどのプランテーショ

ン経営は除外され， 主として零細な米作経営地帯

を対象としていることである。 この点についてア

メリカの農業経済学者ルタン（VernonW. Rut倒的

は「実際上，定額借地制と収用の規定は，生産が

一般に零細刈分小作制に基づいて組織されている

場所に基本的に適用される」位加と述べているが

これは実際上零細な米作地帯を意味することにな

るであろう。また， この法律のように土地収用時

点が明確にされていない場合には， 当然米作地か

ら適用対象外作物への地図転換を引き起こすであ

ろうから位制，この結果フィリピンの米の需給関

係lこはかえってマイナスの効果を生むことが十分

に予想される。

(2) 地主の土地保有限度が法案の規定した24ヘ

クタールから審議の過程で最終的に 75ヘクタール

に引き上げられたことは，大きな後退であったと

いえる。そのうえ，収用過程では，幾段階かにわ

たる優先順位がつけられているのであって， その

ために財政資金の不足や地主の抵抗の強さ， ある

いは政府の土地改革遂行の熱意いかんによって，

収用が実際上優先順位の上位のもの， たとえば遊

休地や放棄地あるいは 1024ヘクタール以上の比較

的大きな地主所有地に限られてしまう可能性がな

いとは言いきれないであろう。

さらに土地の収用は全国土地改革審議会による
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土地改革区の選定おヒひ指定をまって行なわれる

のであるが， フィリピンのような社会環境の下で

は， その過程で政治が介入する危険性はきわめて

大きいといえる。 この土地収用と関連してとくに

t主要なi.'.d土， i--.1也収用時点が法律に仁ぺて明確に

されていないことである。 このことから，収用の

対象となる農J;£-j偏積カー名義書さ換えIfどによ y て

大幅に引き下げられてしまう三とも大u、に予想さ

れるのである。また土地の実際’の収用が小作農民

の3分の 1以上.，｝）文書申請を必要としてb、ろ点は

いぜんとして問閣である。

(3) -Lt也収用J）前段階として刈分小ft：制かん定

欄借地制への移行が土地改革区においてまず遂行

される Lりである iJ:, しかしこのことが実際iこ可能

となるためには，政府は農民の必要とする経営資

本を十分に提（其 L, 合理的な農産物販売組織を確

立するなどの前提条件を準備しなければならな

L、。しi！＇し， 1()59年の改正法抗ユ26'.iリによ円てメlj

;j小作／；、ら定鮪（持地農－－、の移行が寸分に認め r，れ

なかった主要な理由は， このような必要条件が十

分に与えられかかったからだといえ心。 フィリピ

ンの農業生産の現状において， すなわち小作農が

経営資会や生日費のキII可部分を Jlli主に依存せさる

をえず一一大部分の小作農は地主の債務奴隷の状

態にある一一、 しかもてれに代わりうど｝他の資金

源や合理的な市場組織を求めえないときに， もし

llj分骨jlJ1）， ら定額借地骨11］・、の移行を大城模に行なう

とすれば、 それはばく大な財政支出を伴うであろ

う。 一二うしたぶを考慮すると，士地改革灰設定の

規模は， 実際にi土きわめて限定されぎと》をえたし、

ように恩われる。

(4) 収用の際の土地価格の基準ニが法的に定めら

れたことは一つの改善であるとし、えるが， しかも

賃貸，j、作料を＂Fβ分で資本還元したものはあくま

で基準（asa basis）にすぎたL、のであヮて， W'i56条

はその他の要因もまた十分に考慮しなければなら

ないとしてu、る。これは「公正なる檎憤J規定に

制約されているがためである。したがって，政治

的考慮び】いかんによ／にどは， 実際の取引過程で土

地の収用価格はし、かほどにも高まりうるし（過去

の経験に徴してもそう日J）ざるそえな」、入その二どか

ら財政資金の規模および農民負担の大きさは‘ 無

伺しえない七のとなりうるであろう。

(5) 三れまでにもフィリピンにおいて土地収用

の成習を決定した大きな鍵は， いうまでもなく財

政資余であった。新しい土地改革法がこのための

措置として土地銀行の創設を規定したことは大き

な前進と認めることができる。だが， その資金源、

については， いぜんとして問題が残らざるをえな

いのである。 上地銀行の公認資本稿は15寵ベソ，

そのうち政府公債分9億ぺソ，優先株分6億ペソ

であり， それに対して政府は初年痩中に 2億ペソ

を支払い， その後2年間に年々 1億ぺソが支払わ

れる。この政府支払い分はヨ然土地購入価格の 1

怖に相当する現金部分， 6分免説公｛古の利子支払

ヤ， および公債償還の引当て金の一部などにされ

るものであ7汁。そのうえ政府は，土地改革実胞の

ために，発足と同時に支出する上記の 2億ベソの

ほかに， 関連措置として約 3億ベソ余を支払わな

ければならない（正確には合計4億8400万ぺソ〕。これ

はばく大な財政資金であるが， これまでの経緯か

ら考えて，政府が国庫財源の支出を順調に行ない

うるカ‘どうカ。は多分に疑問となしうるところであ

る。第別条は、 国庫財源に不足のある場合， 4億

ベソまでを財務省債券の発行ないし閣内外からの

借金をもって当てることを規定してャるのである

が，これは不安定要因として残らざるをえないで

あろぺJ

13 
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(6) 土地収用をうける地主は， その士地価格の

1割を現金で， その残額を土地銀行の発行する債

券でうけることはすでに述べたところであるが，

この士弛銀行の発行する債券は，付）公有農地不動

産の購入，（ロ）全国開発公世（'.¥lational l le, elopment 

Company），セブ・ポートランド・セメント会社，全

国造船・製鋼公社， マニラ・ガス会社、マ竺ラ・

ホテル会社（／） ；）公社のが｜；式購入，および村賠償物

資の購入に使用することができる。 このうち公有

農地の購入は主にミンダナオ島を対象とすること

になろ訂」0' ti薦作の適地でf王い同島（上プランテ

ーショ L経付のために地主の関心をたどちに呼び

うるとはし、えなL、であろう。同じことは賠償物資

の購入についてもいえるο さらに（ロ）についても，

5公社（／） ~, t, 4公社までが経営不振をし pて悪名

高いかr-,, l山主がこれ「〉の公佳の株式取汚に甘ん

じるかどうかは，大いに疑問のあるところである。

このようにみてくると，実際問題として、地主は

農地価裕のり叫に相当する部分の実現を三5,f,にわ

たる公債償還にまつということにならざるをえな

いであろう。 この点を反対勢力は憲法の規定する

「公正たる補的j に反する違憲立法であるとなす

のであるれすなわち， ；公正なる補償は私有財産の

収用に対して，公正なる対価と同時に公正なる支

払い方法をも含むものであるとかれらは主躍する

のである ［司ウフィリビン大学法学部教提ゲペラ

(Sulpicio ( ; u c丸 山a）は，アメリカやフィリピ／にお

ける過去の判例を多数引用して，法律第3844号の

価格支払い方法の違憲性を強く主張してし、るので

ある仇20＇－，この主張は， 教f受の社会的地位からし

でも， 当然強u、影響力をもつことが予想、される。

かくて将来， 具体的なケースを通じて，地主の違

憲提訴は必至E見受けられるのであるが 1d26＇にこ

の見通し i土『 将来の判決（／），，、がんにかかわらず，

14 

現在実施段階にはし、った土地改革の推進ペースを

いちじるしく妨げざるをえないであろう。

(7）地主による土地の政府売り捜しを促進する

ための不可欠の関連措置として，原法案は現行土

地課税率の引きトゐげの規定を含むものであった。

だが，この規定は，議会における審議の過程で兜

今：f：削除されてしまった。もちろん， この規定の

効果は脱税などの方法で実際にはいくらでも弱め

うるものではあるが崎町，しかし，この規定がま

づたく削除されてしまったことは，法律的．にみる

かぎり土地改革7去の効果を片輪にするものといわ

ざるをえないであろう。この規定の成文化は， 土

地価格の高騰や土地投資の促進を， 社会心理的に

は抑制する効果をもちえたであろうからである。

以上のように法律面を検討しただけでも， いく

つかの基本的な問題点を指摘しうるのであるが，

ここで最近における法律の実施状況を現在利用し

うる資料の範囲で一瞥してみよろ。まず政府は土

地改革実施のノミイロット・プロジェクトとして，

中部yレソンのアンガット地区（Angatarea）を土地

改革区として予定した。同地区はアンガット削潅

瓶綿の受益地域であり，総面積約3万ヘクターノレ，

うじゴ万5000ヘクタールが雨期に， 1万ヘクター

ルが乾期に稲の作付けが可能とされている。ブラ

カン州の14町，パンパンガ州の4町を含み，同地域

び川、作農比率は 78%の高率に達する。政府がこの

地区を最初の実験地医として予定した理由は、 高

率の小作農比率のほかに， 潅概網の存在によって

稲作生産力が比較的高いこと（全国平均のヘクター

ル汚たり 28カバン位度に対して48カバンに達する〕，道

路や倉庫のような基本的使益の備わっていること

および相当数の農村銀行，農民販売協同組合が存

在することなどにあるとされている崎船。

ところで， その後半年を経た段階において，こ
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の地医の土地改革の実施は， 多大の岡難に撞着し

た左報ぜられている。それはこの地fえを予定した

有力な開山，.TJ一つであ＇）た潅瓶網が現実には十分

な機能を果たしていなかったためであり， そのほ

かにも地主の抵抗の強さ， 法律の欠陥の館皇，熟

練した職員 山不足など iJるその理由とされてL、る

が，決定的／（障壁害は計画遂行のためれ資企不足に

あるとみられる。末端の現実は， 素手で土地改革

計画に取り組んでいる上ろに見受け t二れる（だが，

このことに吋して， 土地改革法が196:li'！二郎：通過

したために， 196:1/64年度予算がすでに確定済み

であったからであるとしていることは 0!'29），はた

して理rl1ど；＼りうるであんうか。わまljdi：上，法

律は通過してもその実胞の裏付けとたる子算が十

分に与えられなかった過去の経験を知円てし、るだ

けに暗い見通しをいだかざるをえなU、のである。

最近， j山への土地改革実胞担当者J)l人it，つ

ぎのような替舎を発し口、る。「今後数カJJにおけ

る計画遂行の失敗は， 政府に対する民衆の支持を

失わせるであろう。それは農民の士気i二女JLて壊

滅的打繋を与えるであλ う1'./t30〕を。二円三葉は，

中央における土地改革実施当局の一員であるサカ

イ（OrlandoJ. Sacay）の楽観的な言とは，まさに

対照的なひびきをも r )1，のとし、えよら サカイは，

これまでつぎのよう仁述ノくたのであ r ，た、「幸いに

して，原案は土地改革の実施が全国規模ではなく

て地区別に行なわれるように修正された。実施の

ための緩慢でしかも着実な妓近は， これ実｝j佐が全

国的規模で採用されるまえに，政策と手続主の検

証， 再検証を許すであろう。田・・・・士地改革とし、う

ものは長期の計画であるi '/131)と。

士員lょ山路l士、 その成果を維持するためには，た

しかに長期の計画たることを必要とする。だが，

このことは，土地改革について積極的なことをせ

ずに， だらだらと長期かっ無期限にやることの口

実にはなりえなレっ今回の土地改革の最初のテス

ト・ケースが， 調査や資金の不足によって，はや

くも大幅な後退をみせつつあることは（凶2), 民衆

の支持と同時に政策当局者の士気を大いに低めざ

るをえないであろう。このこと It，すでに指摘し

之上うな法律上の多くの欠漏もとも無関係で：t点〉り

えないのである。 この法律の効果は，政府の貰伝

に茂して，現実にはほとんど期待することが守！苦

々し、ようにわれわれには思われる、， 1963年土地L"{

業もまた， これまでの土地改革と同様に，ほんら

い農業危機に対応する上からの土地改革であっ

ご，変革の主体抜きの土地改革に不可避の妥協t'lー

と不徹底性をもっ土ころに， その基本的性格が規

定~れているのである。

（注20) jH：界銀行の報告書は，ブイリピンの食栂農

業i(riにおけお＇ i'.Pi?'!'t:橋大の失敗は， i：地制度に］！＇（ 1古川

述ずるものてあると指摘している （Ffrportof the in-

trrnational Ifank for Reconstr・uctionand Dn•elo“ 

jnnent, Manila, January 1962, p白 14）。

( {¥:21) 195：~年10月に下かムの戦闘的農民運動であ

,1ニブグパノノ、，寸Lこ代わってび場 Lてきた可t一行令

！時的農民紹介ごあけ，同じく小：＇＼ II/C ソンを活動の •I•心

地と L，最近では組合員数約5万と称する。組合幹部

のた部分が地主階級出身であり，また資金的にはカト

I）ゾグ教会有Jア／ア財伺から多仙のft幼を受けて，， ・7., 

ことからもわか7.，上うに，そのtt怖においてきわめこ

:JJ: 快調的・協調i切である。この組合の性格について」

り詩しくは，前掲 Cater, Phil~ア，pine Federation of 

Fi・ee Farmersを参照せよ。

( i主22) Orlando J. Sacay, "The Philippine Land 

Rdorm Program", The Philipjうim' Economic Jou r-

nal, Vol. II, No. 2, 1963, p.173. 

u主23) Vernon W. Ruttan, Equity仰 d Produ 噂

ctii’ity Ohjecth’es in Agra門

I',・ rspecth•es 川t th,・ NeτU Philij•j>ine Land R,:fi,r111 

( '<,de (Type《l）、 March9, 1%4, p. 2:1 

（注24) タノレラク州では，近時の砂糖ブームともあ

いまって，合計5500ヘクタールの水旧が甘煎農閣に転

Eラ
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換されており，空軍作付け期にはff11訴すると予想されて

いる（The Sunday Time・~. Dec. 8, 196;3）。ふれと同僚

の動I；司が p 、ンノ、／ガJiやノ、ンガ〆ナン川に i生じ「い

る （TheManila Times, Jan. 27, 1964; The Sunday 

Ti山 ・s,Fel,. Hi, 19β心。

G125) Sul1〕icio(;uev《ミra，‘‘よ＼ Second L口okat the 

A耳riculturalLand Reform Code," 'l門71ePhiliPlりin' 守

Re1•i, 

February 1 E掲4,pp. 4り任

（注26) 「実際上，かれら（地主）のうちでこの条項

の行路性を争ち／の .0:＇•あるとしても驚くにはさ当たうな

いjrD. D. Plagata and L. F. Cid，“’i、heSocio-Eco-

nomic Impact of the Agricultural Land Reform 

Code，＇’ I '. E. l!11si11css R円’in,•. Vol. V, No. 3宅 De-

cember 1963, p. 10) 

（出27〕 「小作農場の所有者が，この闘で最恵の脱税

者 4 あるという二七I皮肉であろ、 L，γれにせよ‘か

れらは最低の納税者であるのに，国は主として小作',j]IJ

度を保持するために，きわめて多額の軍事費を支出し

なければなλなかったJ(Teodoro乱f.Locsin，“Land 

for the Landless, Capital for Industry, Social Stabi 

lity，＇’ lう品ilippincsFree Press, March 2:-l, 196'.¥ p. :-l）。

（注28) Sacay, op. cit., pp. 179～180. 

（注29) Ramiro C. Alvarez, ＇‘How Goes the Land 

Reform Program？＇’， PhiliJぅ，pinesFree Pn’お， February

1, 1964, p. 10. 

(it'.-lO) /hid., p. 58. 

(i.l:31) Sacay, op. dt., p. 183. 

（注32〕 本年7月4日になって，アンガット地区の

うちプラカン州のプラ 1）デノレ町 1田Jのみがはじめて法

作第訴44¥'Jーによる第HUの土地改革区として選定・公

示された。これは当初の規模をはるかに下回るもので

あったが， Lかも河地反にはマカパガノレ大統僚の名画！J

t，：刻んだーす派な記念訴が建立されたのである（Ramiro

C. Alvarez，“Plaridel is First Land Reform Area”， 

l'hi lij,pin円 FreePress. July 18、1964をみよ）。

（調査研究郎専門調査員）
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